
令和3年長野県茅野市において発生した土石流による災害により被災された皆様には心より

お見舞い申し上げます。この度の災害により下記1・2の条件に該当する方は、ジェイティ

健康保険組合までご連絡をいただけますようお願いいたします。

1.　災害救助法が適用された地域にお住まいの方

適用市町村はこちら

　出典：内閣府ホームページ （https://www.cao.go.jp/）

2.　一部負担金等の減額・免除徴収猶予 等の措置について

※住宅・家財またはその他の財産などに著しい損害受けた場合、被保険者の

   申出（要、罹災証明書）により、ジェイティ健保が認めたときは、当該措置

   を受けることができます。

※罹災（被災）証明書のご準備をお願いいたします。

3.　被保険者証の取扱いについて

健康保険証がない場合でも病院・診療所等で受診できます。

※健康保険証を紛失、あるいは、ご家庭に残したまま避難されたことにより、

　健康保険証が手元にない場合でも、医療機関の窓口で以下の事項を申告すれば

　通常の自己負担のみで受診できることになっています。
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③所属の健康保険組合名（ジェイティ健康保険組合）

＊ジェイティ健康保険組合では、上記災害により被災され、健康保険証（被保険者証）

　を紛失・滅失・毀損された方からの再交付申請の際は、会社を通じまして、速やかに

　再交付を行います。

　（任意継続被保険者の方は直接送付いたします）

　 ご不明な点は、ジェイティ健康保険組合まで直接お問い合わせください。

　【問合せ先】（※申請書類送付先）

　　　ジェイティ健康保険組合

　 　〒105-6927  東京都港区虎ノ門4-1-1  神谷町トラストタワー

　適用・給付担当　電話 03-6636-2002（平日9時～17時40分）

　　令和3年長野県茅野市において発生した土石流による災害により

　　被災された皆様へ

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

